
 

 

大阪市交通バリアフリー基本構想推進協議会設置要綱 

 

 (設置) 

第１条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第 91号。以

下「バリアフリー法」という。）第 26条の規定に基づき、大阪市交通バリアフリー基本構想

（以下「基本構想」という。）に関する意見聴取及び連絡調整等を行うため、大阪市交通バ

リアフリー基本構想推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

(所掌事務) 

第２条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 基本構想に基づき実施する特定事業その他の事業の実施状況に係る調査、分析及び評

価に関すること 

(2) 基本構想の作成又は変更に関すること 

(3) その他高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関し必要な事項に関すること 

 

 (組織) 

第３条 協議会は、委員 40人以内で構成する。 

２ 協議会を構成する委員は、次に掲げる者とする。 

 (1) 別表第１に掲げる者のうちから市長が委嘱する者 

 (2) 別表第２に掲げる団体が指名する者 

(3) 本市職員のうちから市長が指名する者 

３ 前項第１号に掲げる委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 協議会には、専門の事項に関する意見聴取等をするため必要があるときは、専門委員を置

くことができる。 

５ 専門委員は、別表第 1に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

６ 専門委員は、当該専門の事項に関する意見聴取等が終了したときは、解嘱されるものとす

る。 

７ 協議会には、所掌事務の円滑な遂行のため必要と認められるときは、別表第３に掲げる団

体が指名する者をオブザーバーとして出席させることができる。 

 

(会長及び副会長) 

第４条 協議会には、会長を置き、会長は、前条第２項第１号の委員（学識経験者に限る。）の



 

 

うちから委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 協議会には、副会長を置き、委員のうちから会長が指名する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

(部会) 

第５条 協議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員をもって構成する。 

３ 部会には、部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員又は専門委員のうちから会

長が指名する。 

４ 部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

 (会議) 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、部会の会議は、部会長が招集する。 

２ 会長及び部会長は、必要があると認めるときは、委員又は専門委員以外の者を協議会又

は部会の会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。 

 

(守秘義務) 

第７条 協議会の委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も、また、同様とする。ただし、本市が公表した情報については、この限りでない。 

 

(庶務) 

第８条 協議会の庶務は、計画調整局計画部交通政策課において処理する。 

 

(委任) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮

って定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年６月 21日から施行する。  

  



 

 

 

 

別表第１ 

学識経験者 

高齢者・障がい者団体等の市民代表者 

 

  別表第２ 

南海電気鉄道株式会社 

西日本旅客鉄道株式会社 

阪急電鉄株式会社 

阪神電気鉄道株式会社 

京阪電気鉄道株式会社 

近畿日本鉄道株式会社 

大阪市高速電気軌道株式会社 

東海旅客鉄道株式会社 

阪堺電気軌道株式会社 

一般社団法人大阪バス協会 

大阪シティバス株式会社 

一般社団法人大阪タクシー協会 

公益財団法人大阪タクシーセンター 

大阪府警察本部 

国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所 

 

  別表第３ 

国土交通省 近畿運輸局 

大阪府 都市整備部 

 


